
医療施設等物価・賃上げ対策事業における賃金改善の内容について

＜対象期間のベースアップ（基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ）を行う場合＞

令和７年11月 令和７年12月～令和８年５月 令和８年６月～

基準となる
賃金水準

本給付金によるベースアップ

令和８年度診療報酬改定による
ベースアップ

診療報酬改定によるベースアップ後も
賃金改善による水準を維持又は拡大

＜対象期間のベースアップと一時金・特別手当等を組み合わせて行う場合＞

令和７年11月 令和７年12月～３月 令和８年６月～

一時金等による支給
（原則３月までに実施）※

令和８年度診療報酬改定による
ベースアップ

基準となる
賃金水準

令和８年４月～

４月・５月の
ベースアップ

＜令和７年３月末の賃金水準と比較して、2.0％を上回るベースアップを行っている場合＞

基準となる
賃金水準

令和７年３月 令和７年４月～11月 令和７年12月～令和８年５月 令和８年６月～

令和８年度診療報酬改定
によるベースアップ

2.0%のベースアップ

α％
（2.0%超のベースアップ）

給付対象

給付対象

α％
+
2.0%

令和７年３月末時点の賃金水準と比較
して2.0%を上回る部分

給付対象

令和８年３月２７日
福島県地域医療課
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